
 新規申請 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン申請操作手順書 

 

 

 

本手順書は以下の方が、オンライン申請を行う場合の操作手順になります。 

 

①  初めてパスポートを申請する方（例：新生児） 

②  有効期限が切れたパスポートをお持ちの方で新たなパスポートを申請する方 

 

 

 

 

 

 

※本情報は、２０２６年４月２２日時点のものです。操作手順や画面については今後変

更があり得ます。 
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オンライン申請から受け取りまでの流れ 

 

 

 

 

 

STEP0

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7

オンライン在留届にログインします。ID,PW、ワンタイムパスワードを入

力の上、海外旅券電子システムへアクセスします。 

申請ナビから申請する区分を選択します。また、申請先の在外公館を

選択します。 

写真及び自署の撮影を行います。 

氏名、ローマ字、現住所等必要事項を入力します。 

必要書類を添付します。 

未成年者の申請の場合、法定代理人の署名を行います。 

申請完了となります。審査を行い、修正がなければ、約４週間後に交付

通知が届きます。修正がある場合には、補正に応じる必要があります。 

申請後～交付までの流れを確認します。 
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STEP０ オンライン在留届へのログインから旅券申請システムへのログインまで 

  

① オンライン在留届のログインをクリックします。 

 

② 利用者 IDにオンライン在留届の登録時に設定したメ

ールアドレスを入力します。 

  

③ オンライン在留届時に設定したパスワードを入力

し、ログインをクリックします。 

④ 登録済みのメールアドレス宛にワンタイムパスワード

が送信されますので、確認します。 
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STEP０ オンライン在留届へのログインから旅券申請システムへのログインまで 

 

  

⑤ 確認後、ワンタイムパスワードを入力します。 

 

⑥ 在留届メニュー画面が開きますので、画面を下にス

クロールします。 

 

 

   

 

 

 

 

 

⑦ 筆頭者または同居家族のパスポート申請をクリッ

クします。 

筆頭者のパスポート申請を選択した場合

の操作手順は、７ページから 

同居家族（例：新生児）の申請のパスポート

申請を選択した場合の手順は次のページ

から 
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同居家族のパスポート申請方法 

  

① 前画面で、「同居家族のパスポート申請」選択後、

上記画面に遷移します。在留届に記載されてい

る方が表示されますので、対象者を選択します。 

② 同居家族の本人確認用パスワード設定画面に遷移しま

す。 

  

③ 筆頭者が同居家族の本人用パスワードを入力

後、設定ボタンをクリックします。 

④ 在留届に登録された同居人家族のメールアドレス宛に

ワンタイムパスワードが送信されます。 
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同居家族のパスポート申請方法 

 

  

⑤ 在留届提出時に登録した、同居者家族のメールア

ドレス宛にワインタイムURLが発行されます。アク

セス可能な期限は 15 分になります。時間を超過

した場合は、再度ワンタイム URL の発行が必要で

す。 

⑥ 前ページ③で設定した４桁の暗証番号を入力し、ロ

グインします。 
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STEP１ パスポート申請手続き診断及び受け取り先公館の選択 

  

① パスポート申請手続き診断画面が表示されます。 

新規申請する場合は、「初めてパスポートを申請す

る」を選択します。 

（参考）過去パスポートをお持ちで、すでに有効期限が切

れているため新規申請を行う場合は、次の質問で切替申

請を行う理由を選択します。 

  

② 申請前の同意画面が表示されます。同意内容を確

認します。 

③ 「同意する」にチェックを入れ、「次のページへ進む」を

クリックします。 
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STEP１ パスポート申請手続き診断及び受け取り先公館の選択 

  

④ パスポートを申請・受け取る在外公館を選択しま

す。これらは同一の公館である必要があります。 

⑤ リストから受け取りする在外公館を選択します。 

 

 

⑥ 選択後、「登録内容を確定」をクリックします。上記

ボタンが表示されていない場合は、上記の「＜」を

クリックし、STEP2 へ進みます。 
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STEP２ 本人確認、顔写真、所持人自署の登録 

 

  

① STEP２を行います。スマートフォンに「パスポート

申請（海外邦人用）」のアプリをインストールしま

す。すでにアプリをインストールしている場合に

は、本作業は不要です。 

② 画面を下にスクロールして、「アプリを起動して登録」

をクリックします。 

なお、予め撮影した顔写真と自署画像を使用したい

方は、１３ページを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

POINT ：「パスポート申請（海外在留邦人用）」（アプリ）がエラーとなり、起動しない場合 

 

○本アプリは日本語での利用を前提としたアプリケーションになっています。 

iOS（iPhone 等）で言語と地域の設定が「日本語」「日本」になっていない場合、正しくアプリが動作しない

ため、アプリ・端末とも言語を「日本語」、地域を「日本」に設定の上でご利用いただくようお願いします。 

また本アプリは上記②画面上の、「アプリを起動して登録」を押すことでのみ起動します。スマートフォンのホ

ーム画面からアイコンをクリックする等の方法で起動しませんのでご注意ください。 
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STEP２ 本人確認、顔写真、所持人自署の登録 

 

 

③ 「顔写真 撮影・登録」をクリックします。 ④ 確認項目にチェックをいれ、「撮影をはじめる」をク

リックします。 

  

⑤ 案内に従い、顔写真を撮影します。 

 

⑥ 撮影した写真でよろしければ、「写真をチェック」を

クリックします。また、撮影し直すことも可能です。 
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STEP２ 本人確認、顔写真、所持人自署の登録 

 

 

⑦ 機械による写真の適正結果が表示されます。 

写真を使用する場合は、「登録」をクリックします。 

顔写真・自署登録時は上記の点に気をつけてください。 

また、予め用意した、顔写真のデータを利用することも

可能です。手順については１３ページを参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンク： 

パスポート写真の適当な写真例 

リンク： 

オンライン申請における顔写真および自署

画像の注意点 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100171389.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100171389.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page24_002222.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page24_002222.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page24_002222.html
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STEP２ 本人確認、顔写真、所持人自署の登録 

  

⑧ 次に自署の登録を行います。「所持人自署（サイン）

撮影・登録」をクリックします。 

⑨ 注意事項を確認のうえ、撮影を開始します。 

自署の注意点はこちらから確認可能です。 

 

 

 

⑩ 本人が署名する場合は、上段のとおり記載します。

新生児の申請で法定代理人（親権者等）が代筆する

場合は、本人の氏名の下に法定代理人（親権者等）

の氏名及び本人との関係を記載します。 

⑪ 赤枠におさまるように自署を撮影します（申請者本

人の署名の場合と、代筆の場合の２パターンを掲載

しています） 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page24_002222.html
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STEP２ 本人確認、顔写真、所持人自署の登録 

  

⑫ 撮影内容を確認の上、「登録」をクリックします。 

再度撮影を行うことも可能です。 

⑬ 登録済みと表示されていることを確認の上、 

「アプリを終了する」をクリックします。 

予め撮影した顔写真と自署画像を使用したい場合 

              

補足：予め撮影した顔写真と自署画像を使用することも出来ます。 

① 「顔写真・所持人自署アップロード」をクリックします。 

② アップロード可能な規格を確認の上、顔写真及び自署のファイルをアップロードします。 
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STEP３ 申請に必要な情報を入力 

        

① 戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）の提出方法を選択します。 

② オンラインで提出する場合は、「オンラインで提出します」を選択し、同意事項にチェックを入れ、予め用意した

「戸籍電子パス」を入力します。 

③ 戸籍謄本（紙媒体）で提出する方は、「在外公館の窓口に提出します」を選択し、別途窓口に戸籍謄本を提出し

ます。また、オンライン申請を行った後、別途「電子戸籍パス」を大使館へ提出することも可能です。 

その場合、ryo@kl.mofa.go.jp 宛てに申請受理番号とともに電子戸籍パスを送付ください。 

 

※電子戸籍パスとは、16 桁で構成される有効期

間３ヶ月のパスワードです。 

・マイナポータルにて取得（無料）又は日本国内の

市区町村窓口にて取得（有料）したものを、オンラ

イン申請時に入力いただくことで、書面による戸

籍謄本等の提出に代えることができます。 

・国外でマイナポータルを利用するには、原則とし

て国外転出者向けのマイナンバーカードが必要で

す。ただし、申請者本人がカードを持っていない

場合でも、同一戸籍の配偶者や父母、子などがマ

イナポータルまたは市区町村窓口で取得した符号

を、メール等で申請者に伝え、オンライン申請時に

入力することで利用できます。 

・電子戸籍パスに関する詳細はこちらからご覧く

ださい。 

mailto:ryo@kl.mofa.go.jp
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/
https://www.moj.go.jp/content/001434764.pdf
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STEP３ 申請に必要な情報を入力 

  

④ 申請に必要な情報を入力します。 ⑤ 申請する旅券種別を選択します。成人は１０年有効

旅券、５年有効旅券が選択可能です。未成年者は５

年旅券のみとなります。各旅券の手数料はこちらか

ら確認できます。 

  

⑥ 姓名、性別を入力します。 ⑦ 生年月日、本籍を入力します。 

※現住所ではございません。 

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_21032025.html
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STEP３ 申請に必要な情報を入力 

  

⑧ 次に現在お住まいのマレーシアの住所を入力くだ

さい。 

⑨ マレーシアで通じる電話番号（携帯電話も可）を入

力します（当館から連絡する際に使用します）。 

  

⑩ 現住所以外の居所で申請する場合（例：旅行先で旅

券を紛失して、申請する等）は滞在先（ホテルなど）

に関する情報を入力します。 

⑪ 日本国内の緊急連絡先を入力します。なお、国内に

緊急連絡先がなく、国外にある場合には、国外の緊

急連絡先を記載頂いても差し支えございません。 

本情報は緊急時に使用する場合がございますの

で、漏れなく記入をお願いします。 



 新規申請 

17 

 

STEP３ 申請に必要な情報を入力 

  

⑫ 国内の緊急連絡先として、郵便番号、住所、連絡先

氏名、電話番号、申請者との関係を記入します。 

⑬ 今までにパスポートの発給を受けたことがある場

合には、必要事項を記入します。パスポートが手元

にない等の理由で情報が不明な場合は、入力を省

略して差し支えございません。 

  

⑭ 刑事罰に関する質問に回答します。 ⑮ 外国籍の有無について回答します。日本以外の国

籍をお持ちの方は、記載します。 
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STEP３ 申請に必要な情報を入力 

  

⑯ 外国籍の有無の欄で、外国籍の取得年月日及び取

得方法を回答します。 

⑰ 渡航目的及び渡航先について入力します。 

「旅券の二重発給」については、対立関係国（地域）

への渡航を予定している場合のみチェックをしま

す。ここにチェックをいれた場合は、当館から詳細

をお伺いします。 
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STEP３ 申請に必要な情報を入力 

（希望者のみ） 別名・旧姓併記、非ヘボン式表記、長音表記について 

日本のパスポートは、戸籍に記載されている氏名をヘボン式で記載することとしていますが、婚姻や出生に伴

い、条件に当てはまる方でご希望される場合は、「別名併記」・「旧姓併記」・「非ヘボン式表記」を申請することがで

きます。また、氏名に「オオ」または「オウ」を含む長音があり、「OH」による「長音式表記」を希望する方も表記が可

能です。なお、本表記を希望される方は、以下の留意点がございますので、必ずご確認ください。 

 ご注意ください 

●パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上

の問題となり得る懸念があることや、旅券管理の観点から、別名併記・旧姓併記・非ヘボン表記・長音表記を選択

した方は、戸籍に変更がある場合、または特段の事情がある場合を除き、原則変更は出来ません。 

 

●別名併記、旧姓併記は例外的な措置であるため、IC チップ及び MRZ（Machine Readable Zone）には含

まれません。このため、航空券を別名で取得した場合、パスポートと航空券の氏名が一致せずトラブルの原因とな

りますので、利用する航空会社と確認の上で航空券の予約手続きを行ってください。また、渡航先国への入国審

査時に IC チップ内に別名併記、旧姓併記が含まれていないことから、券面上の表記と異なる説明を求められる

ことがありますのでご留意ください。参照：▶パスポートの別名併記制度について（外務省サイト‐日本語版） 

 

① 別名併記 

外国人と婚姻された方や、重国籍者等において、ご希望される場合は、戸籍に記載されていない外国式氏名

を、渡航上の便宜のため、パスポートに別名として併記できます。 外国の入国管理当局などに対して分かりやす

く示すため、英語で「Alternative surname/ Alternative given name」との説明書きが付記されます。 

 

② 旧姓併記 

 婚姻等により氏が変更した後、ご希望される場合は、パスポートに旧姓として併記できます。外国の入国管理当

局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きが付記されます。 

 

（別名併記イメージ）                           （旧姓併記イメージ） 

     

 

 

 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_002789.html
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③  非ヘボン式表記 

外国人との婚姻、両親のいずれかが外国人、又は外国との二重国籍等により、戸籍上の氏名が外国式にカタカ

ナで記載されている場合、又は戸籍上の氏名が漢字で記載されていてもヨミカタが外国式の場合には、旅券の氏

名をヘボン式ローマ字ではなく、外国式の綴りで表記することができます。 

 

例 1 婚姻による非ヘボン式表記                例２・二重国籍に伴う非ヘボン式表記 

戸籍の氏名：スミス 花子                   戸籍の氏名： ホワイト ピーター太郎 

ヘボン式表記：SUMISU HANAKO           ヘボン式表記： HOWAITO PITATARO 

外国の婚姻表明書上の氏名：SMITH HANAKO   外国の出生証明書の氏名： WHITE  PETER TARO 

パスポート表記：SMITH HANAKO              パスポート表記：WHITE  PETER TARO   

 

④  長音表記 

氏名に「オオ」または「オウ」を含む長音があり、「OH」による「長音式表記」を希望する方も表記が可能です。 

例 オオ → 戸籍の氏： 大谷 

ふりがな： オオタニ 

ヘボン式表記： OTANI 

非ヘボン（長音）表記： OHTANI 

             

⑱  非ヘボン式を希望する場合、「ヘボン式ローマ字」欄に入力します。 

⑲  また、別名併記、旧姓併記を希望する場合には、「別名併記」欄に記載します。 

⑳  印字イメージでパスポートに印字する姓・名を確認できます。 
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STEP３ 申請に必要な情報を入力 

  

21 未成年の申請の場合、法定代理人（親権者等）の氏

名を入力します。 

２２ 本申請に関し、連絡事項がある場合には、通信欄

に記入します。 

 

２３各回答項目への回答を終えたら、「登録内容を確

定」をクリックします。これで STEP３は終了です。 
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STEP４ 添付書類の登録 

      

           

① 申請に必要な書類を添付します。「添付書類を登録」を押します（新規申請の添付書類は次ページ。 

② 添付書類をアップロードする際の注意事項を確認の上、添付書類の種類を選択します 

③ 「ファイルを選択」の上、「アップロード」を押します（※この時点ではまだ作業は完了していません）。 

添付書類が複数ある場合には、①～③の作業を繰り返します。 

④ 「確定」を押します（本作業をもってアップロードが完了します）。 
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新規申請の場合の必要書類は以下のとおりです。 

□戸籍謄本 （別途、原本を窓口で提出する必要があります。「符号」を提出する場合は、省略可能です）  

（以下該当者のみ） 

パスポートに外国式の氏名表記を新たに記載されたい方（別名併記、非ヘボン式の表記を希望する場合） 

□外国政府発行の Birth Certificate 原本、又は外国旅券原本（出生の場合） 

□外国政府発行の Marriage Certificate 原本（婚姻の場合） 
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STEP５ 法定代理人署名の登録（未成年の申請の場合のみ） 

本項は未成年（１８歳未満）の申請時に行います。対象外の場合はグレーアウト（選択不可）となります。 

            

             

① 法定代理人（親権者等）の登録を選択します。 

② アップロード可能なファイルを確認の上、「ファイルを選択」からファイルをアップロードします。 

③ アップロードしたファイルがプレビュー画面に表示されますので、赤枠の中に収まるように調整します。 

④ 「法定代理人がパスポート申請に同意し署名した」旨の確認欄にチェックを入れ、「登録内容を確定」をクリック

します。次画面で「登録済み」と表示されていることを確認します。 
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STEP６ 入力内容の再確認、申請情報提出 

  

① すべての登録作業を終えると、「申請内容の確認」

が活性化するので、クリックします。 

② 画面を下にスクロールし、これまでの入力内容を再

度確認します。 

 ｒ  

③ 申請時の注意事項を確認し、「申請する」欄にチェッ

クをいれ、申請内容を確定をクリックします。 

④ 上記の画面が表示され、申請は完了になります。 

在留届に登録されたメールアドレスに申請を受け

付けた旨のメールが届きます（ＳＴＥＰ７参照） 
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STEP7 申請後の流れ 

１ 令和８年３月２１日以前に申請した場合 

    

① 申請状況は、上記の３種類があります。 

３月２２日以降に申請した方は、以下⑥にお進みください。 

 

 

 

① 在留届に登録したメールアドレス宛に申請を受け付

けた旨のメールが届きます。今後は、本メールアド

レスに、交付連絡または修正連絡が届きます。修正

がある場合（例：写真が不適当、追加書類が必要）は

同様にメールが届きますので、メールの手順に沿っ

て修正を行います。修正を終えるまでの間、パスポ

ートの審査手続きは中断しておりますので、ご注意

下さい。 

② 申請後、内容に問題がない場合は、申請（または修

正依頼対応後）から約１か月後、ORR ネットに登録

されたメールアドレス宛に交付案内メールが届きま

す。 

審査中・・・審査中～交付が完了するまでの状態を指します。 

修正待ち・・・審査の結果、修正が必要な場合に表示されます。 

後ほど大使館から修正依頼のメールが届きますので、確認します。 

交付済み・・・パスポートを受け取った後、表示がされます。 
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③ 交付案内メール受領後、来館予約をしていただく流

れとなります。受け取りには、パスポート名義人本

人が来館する必要があります。また、パスポートは

発行日から半年以内に受け取る必要があります。

来館予約はこちらから可能です。 

 

 

２ 令和８年３月２２日以降に申請した場合 

 

      

④ 在留届に登録されたメールアドレスに申請を受け付けた旨のメールが届きます。 

また、メール本文のリンクから現在の手続き状況を確認することが可能です（以下②参照）。 

今後は、本メールアドレスに、交付連絡または修正連絡が届きます。 

修正がある場合（例：写真が不適当、追加書類が必要）は同様にメールが届きますので、メールの手順に沿っ

て修正を行います。修正を終えるまでの間、パスポートの審査手続き中断しておりますので、ご注意下さい。 

パスポートの進捗状況は以下から確認出来ます。 

https://www.epassport.ezairyu.mofa.go.jp/R

P/（３月２２日以降に申請した方が利用可能です） 

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03072020.html
https://www.epassport.ezairyu.mofa.go.jp/RP/
https://www.epassport.ezairyu.mofa.go.jp/RP/
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⑤ リンク先の画面で申請先を選択の上、受理番号（申請受付完了したメールに記載されています）を入力します。 

その後、現在の手続き状況が表示されます。 

 

 

⑥ 申請後、内容に問題がない場合は、約１か月後、ORR

ネットに登録されたメールアドレス宛に交付案内メー

ルが届きます。 

⑦ 交付案内メール受領後、来館予約をしていただく

流れとなります。受け取りには、パスポート名義

人本人が来館する必要があります。また、パスポ

ートは発行日から半年以内に受け取る必要があ

ります。来館予約はこちらから可能です。 

（了） 

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03072020.html

